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児童保育課┤
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(育休8)　
(派遣1)　

┌
保健こども課┤

18└

┌
建　設　課┤

8└
(内部長1)　

┌
まちづくり推進課┤

6└

┌
産業観光課┤

9└

┌
環　境　課┤

6└
(内再任用フル1)　

行　政　係─

人事秘書係─

デジタル推進係─

企画政策係─

調査広報係─

財　政　係─

管　財　係─

防　災　係─

交　通　係─

住 民 税 係─

固定資産税係─

収　納　係─

戸籍住民係─

医療年金係─

社会福祉係─

障害福祉係─

高齢介護係─

児童支援係─

幼児保育係─

保　健　係─

子ども相談係─

工　事　係─

管　理　係─

都市計画係─

建築公園係─

農業振興係─

商工観光係─

ごみ対策係─

環境保全係─

庶務　文書管理　選挙

秘書　人事　給与　研修　表彰

情報化推進　情報公開

企画調整　総合計画　住民協働

広報　広聴　統計

町財政　予算

入札　検査　町有財産管理

消防　防災

交通安全　防犯　循環バス

町県民税　軽自動車税
税務証明
固定資産税　都市計画税

税徴収　納税奨励　

転入・転出届　戸籍　住民票
印鑑登録
国民健康保険　国民年金
福祉医療　後期高齢者医療

社会福祉　法律相談

障がい者福祉

介護保険　高齢者福祉

児童福祉　母(父)子福祉
放課後児童健全育成
保育園　幼稚園

母子保健　成人・高齢者保健
予防接種　献血
要保護児童　子育て支援センター
児童発達支援事業所
こども家庭センター

土木工事　道路・河川・水路

道路認定変更廃止　土地収用
道路境界

区画整理　企業誘致

建築確認　開発許可　公園

農業振興　農業委員会
土地改良　愛知用水
商工　労働　消費者行政　観光

ごみ・し尿処理　環境美化
不法投棄
環境保全　公害防止
狂犬病予防　ホタル
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事　務　局┤
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上下水道課┼
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(内再任用フル1)└

会計管理者
─

会　計　課　
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(内再任用フル1)　

事　務　局─
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学校教育課┼
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(内部長1)│
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社会教育課┤
14├
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上水業務係─

上水工務係─

下 水 道 係─

会　計　係─

┌───
──┤　　　

└───

庶　務　係─

学校教育係─

給　食　係─

社会教育係─

公 民 館 係─

図 書 館 係─

スポーツ係─

水道料金　水道の使用開始・休止

水道工事　維持管理

下水道

町費出納　物品出納

議会　議会だより

監査

教育委員会　学校施設管理

入学・転校　学校管理
教育課程　学習指導
教育相談センター
学校給食

社会教育　文化財
青少年健全育成　家庭教育推進
公民館　文化芸術　文化団体

図書館

スポーツ　ふれあいの森
スポーツ村
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部長は、部内における連絡調整等に関する事務の担当課に含む。

企 画 広 報 課

住 民 医 療 課

ふ く し 課

児 童 保 育 課

保健こども課

建 設 課

まちづくり推進課

環 境 課

会 計 課



7

838,000 664,000 613,000

7

37,700

36,500

備考　火災・水災害若しくは地震等の災害
　　　又は警戒等の職務に従事した時間に
　　　より定める日額

2時間まで
2時間を超え4時間まで
4時間を超えるもの

2,000円
4,000円
8,000円



水道料金及び下水道使用料審議会委員


